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魚沼市下水道事業経営戦略

第１節 改定の趣旨

1 経営戦略の概要

公営企業は、地方公営企業法上、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的

である公共の福祉を増進するように運営され、また、サービスの提供に要する経費は、サー

ビスを受ける者が負担するという独立採算制を採ることとされています。将来にわたり、住

民生活に必要なサービスを安定的に供給していくため、公営企業の経営基盤の強化と財政マ

ネジメントの向上に取り組み、公営企業の意義や必要性、採算性等について改めて検討を行

い、事業継続の是非や事業手法について判断していく必要があります。公営企業の経営健全

化や抜本的改革に取り組む上での重要なツールとして位置づけられているのが、公営企業の

経営戦略です。

２ 魚沼市の下水道事業

本市の下水道事業は、平成 19 年度から地方公営企業法適用の公営企業として、ガス事業と

水道事業とともに経済性の発揮と公共の福祉の増進、公共性の確保に努めながら運営してき

ました。

下水道事業の経営については、平成 22 年度に「魚沼市公営企業経営計画」を策定し、投資

面と財政面の調整を図りながら事業を実施してきたところです。その後、平成 28年 1 月の総

務省の経営戦略策定推進の方針に基づき、平成 28 年度に 10 年間を計画期間とした「魚沼市

下水道事業経営戦略」を策定し、本戦略に基づく事業運営を行ってきました。

この度、令和 7年度末で計画期間が終了することに伴い、経営方針とともに投資・財政計

画の指針に対する目標値を示したほか、ストックマネジメントなどの基盤強化及び時代とと

もに求められているデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進や脱炭素化への取組

等といった新たな課題を盛り込んだ、今後 10 年間の経営戦略の改定を行うこととしました。

本市の下水道施設の整備は、昭和50年代から始まり、県内でも早い時期に普及率がほぼ

100％となりました。接続率は97％と高く、これ以上の大幅な伸びは見込めない中、昨今の節

水型機器の普及と節水指向の高まりに加え、人口減少に伴う使用料収入の減少も見込まれ、

経営環境は厳しさを増すことが予想されます。また、近年、全国的に上下水道の老朽管に起

因する大規模な事故が発生しており、設備の点検及び更新の重要性への認識が高まっていま

す。

公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続し、中長期的な視点から経営基盤の強化に

向けて、経営の質と効率性を高めるとともに、機動的かつ柔軟に事業運営を行い、安全安心

で持続可能な市民サービスの実現を目指し、本戦略に基づき事業運営を行っていきます。

第２節 計画期間

本戦略の計画期間は、第 3次魚沼市総合計画の基本構想に合わせ、令和 8年度から令和 17

年度までの 10 年間とします。

第１章 経営戦略改定の概要
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魚沼市下水道事業経営戦略

第１節 事業の概要

本市における下水処理施設は、公共下水道が 5施設（内 1施設は魚野川流域下水道施設）、

農業集落排水処理施設が 11 施設、小規模集合排水処理施設が 1施設の計 17 施設となって

いるほか、合併浄化槽が 143 基設置されています。この処理施設及び合併浄化槽において

家庭等から排水される汚水を処理することにより、公衆衛生の向上や公共用水域の水質保

全を図っています。

処理施設及び管渠施設について、市内全域で整備がほぼ完了し、現在ではそれらの施設

の維持管理等が主な業務となっています。公共下水道処理施設及び農業集落排水処理施設

はともに昭和 59年から平成 9年の間に供用開始した施設が多く、建設後 40 年以上経過し

ている施設もあり、施設の老朽化が進んでいます。

経営は、地方公営企業法を適用し、独立採算制・受益者負担の原則の下、事業に要する

経費は使用料収入等を充てた上で、なお不足する分は一般会計からの繰入金で賄っていま

す。

なお、事業規模は、令和 6年度決算では、収益的収入で 22.2 億円、収益的支出で 21.5

億円、資本的収入で 4.0 億円、資本的支出で 12.6 億円となっています。

■基本情報（令和 6 年度決算） 令和 7年 3月 31 日現在

人 口 32,234 人 処理可能人口 32,185 人

面 積 946.76ｋ㎡ 処理区域面積 177.10ｋ㎡

人口密度 34.05 人/ｋ㎡ 処理人口密度 181.73 人/ｋ㎡

普 及 率 99.85％ 有 収 率 75.46％

年間の処理水量 4,824 千㎥ 年間の有収水量
（使用料の対象となった水量）

3,641千㎥

第２章 事業の概要
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魚沼市下水道事業経営戦略

1 施設の概要

【事業の名称】

本市では、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模

集合排水処理事業、個別排水処理事業の５事業を下水道事業として実施しています。

令和 7年 3月 31 日現在

※ 処理区域一覧表は、4ページのとおり。

No 事業名称 処理区域 流域・単独等の別

1 公共下水道事業 堀之内

小出（大池川以北）

湯之谷

　大沢（旧農業集落排水。H21.3.31流域に接続）

　水下（旧農業集落排水。H21.3.31流域に接続） 流域下水道

　大湯（旧特定環境保全公共下水道。H26.6.30流域に接続） （県）

2 特定環境保全公共下水道事業 小出（大池川以南）

広神

　池平（旧農業集落排水。H26.6.30流域に接続）

奥只見

銀山平

須原

上条

3 農業集落排水事業 原

　舟山（H28.6.30原に接続）

並柳

　貫谷（H26.3.31並柳に接続）

雁坂下

新雁坂下

　小平尾（H18.4.1新雁坂下に接続） 単独下水道

田中 （市）

滝之又

守門南部

高倉

福山

穴沢

　大栃山（H16.10.25穴沢に接続）

  横根（R6.9.26穴沢に接続）

末沢

　大白川（H23.12.5末沢に接続）

4 小規模集合排水処理事業 柿ノ木

5 個別排水処理事業 福山・高倉 個別

3



魚沼市下水道事業経営戦略

処 理 区 域 一 覧 表

令和 7年 3月 31 日現在

別排水処理事業 …

処理場名等 処 理 区 域

公共下水道（公共下水道・特定環

境保全公共下水道）

堀之内浄化センター

(魚野川流域下水道)

魚沼市堀之内の一部、与五郎新田、大石の一部、下倉の一部、田戸

の一部、根小屋の一部、竜光の一部、新道島の一部、下新田の一部、

下島の一部、田川の一部、和長島の一部、徳田の一部、吉水の一部、

小出島の一部、日渡新田、大塚新田の一部、四日町の一部、青島の

一部、佐梨の一部、古新田の一部、中原の一部、上原の一部、干溝

の一部、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、稲荷町一丁目、諏

訪町一丁目、横町一丁目、横町二丁目、浦町一丁目、柳原一丁目、

中ノ島、虫野の一部、原虫野の一部、伊勢島の一部、大浦の一部、

板木の一部、十日町の一部、大浦新田の一部、岡新田の一部、井口

新田、七日市、七日市新田、吉田、大沢、葎沢、蓑和田の一部、湯

之谷芋川の一部、宇津野の一部、下折立の一部、上折立の一部、折

立又新田の一部、大湯温泉の一部、中島の一部、中島新田の一部、

今泉の一部、江口の一部、江口新田の一部、新保の一部、新保新田

の一部、山田の一部、米沢の一部、一日市の一部、中家の一部、中

家新田の一部、中家今新田の一部、池平及び池平新田

奥只見浄化センター 魚沼市湯之谷芋川の一部

銀山平浄化センター 魚沼市宇津野の一部

須原終末処理場
魚沼市大倉の一部、福田新田の一部、須川の一部、須原の一部及び

大原新田の一部

上条終末処理場

魚沼市細野の一部、松川の一部、渋川の一部、東野名の一部、西名

の一部、西名新田の一部、宮椿新田の一部、長鳥の一部及び上長鳥

新田の一部

農業集落排水処理施設

原処理場 魚沼市吉水の一部、原、明神及び魚野地

滝之又処理場 魚沼市小平尾の一部（外山、滝之又）

田中処理場 魚沼市金ケ沢、田中、宮沢新田及び栗山

並柳処理場
魚沼市東中、田尻、泉沢、山口、並柳、和田、連日、小庭名、小庭
名新田、吉平、吉原、茂沢及び水沢

新雁坂下処理場 魚沼市小平尾の一部（外山、滝之又、越又を除く。）

雁坂下処理場
魚沼市親柄、宮沢新田の一部、横瀬、清本、長堀新田、下田及び和
田の一部

守門南部処理場 魚沼市赤土、三渕沢、大倉沢及び須川の一部

高倉処理場 魚沼市高倉の一部

福山処理場 魚沼市福山新田の一部

穴沢処理場
魚沼市穴沢の一部（柿ノ木を除く。）、大栃山、平野又、芋鞘の一部
及び横根

末沢処理場 魚沼市大白川の一部（大原、五味沢を除く）

小規模集合排水処理施設

柿ノ木処理施設 魚沼市穴沢の一部（柿ノ木）
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魚沼市下水道事業経営戦略

令和 7年 3月 31 日現在
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魚沼市下水道事業経営戦略

【処理施設の概要】

令和 7年 3月 31 日現在

※公共下水道、農業集落排水では、平成 16 年度に 26 処理場あったものを、令和 6年度までに

11 処理場を統廃合し、16処理場としました。

公共下水道 流域下水道 堀之内浄化センター H4.8.1 標準活性汚泥法

・公共下水道 単独下水道 奥只見浄化センター H1.7.14 回分式活性汚泥法

・特定環境保全公共下水道 銀山平浄化センター H13.7.1 回分式活性汚泥法

須原終末処理場 S59.4.2 H17年度機械更新事業完了 オキシデーションディッチ法

上条終末処理場 H4.3.31 整備済：1系列730m3/日 オキシデーションディッチ法

農業集落排水 単独下水道 原処理場 H6.8.1 オキシデーションディッチ法

並柳処理場 H4.4.4 オキシデーションディッチ法

雁坂下処理場 H5.4.1 雁坂下（親柄：H18.4.1新雁坂下に接続） 回分式活性汚泥法

新雁坂下処理場 H18.4.1 小平尾、親柄 回分式活性汚泥法

滝之又処理場 H12.3.31 連続流入間欠曝気法

田中処理場 S60.12.1 H6.3.31処理方式変更 長時間曝気法

守門南部処理場 H5.3.31 回分式活性汚泥法

高倉処理場 H7.9.1 連続流入間欠曝気法

福山処理場 H9.9.1 連続流入間欠曝気法

穴沢処理場 S61.11.1 回分式活性汚泥法

  (横根処理場) H4.9.14 R6.9.26穴沢に接続 回分式活性汚泥法

末沢処理場 H6.6.27 回分式活性汚泥法

小規模集合排水処理 単独下水道 柿ノ木処理施設 H16.11.1 小規模集合排水処理施設整備事業 合併浄化槽50人槽

個別排水処理 個別 福山・高倉地区 合併浄化槽18基

下水道の種類 流域・単独 名称 供用開始 統合・整備等 処理方式
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魚沼市下水道事業経営戦略

令和 7年 3月 31 日現在

計画処理
人口

行政人口
7.3.31

整備人口
7.3.31

水洗化人口

7.3.31
計画日最大

汚水量

R6処理水量

（実績）
R6有収水量

（実績）
R6有収率
（実績）

管路延長

人 人 人 人 m3/日 m3/日 m3/日 ％ km

堀之内浄化センター 22,819 24,492 24,492 23,814 11,503 9,728 7,862 80.81 283.7

奥只見浄化センター 5,595 3 3 3 380 27 28 105.25 2.9

銀山平浄化センター 5,070 5 5 4 590 60 17 28.72 6.5

須原終末処理場 1,200 1,149 1,149 1,148 620 574 360 62.61 23.1

上条終末処理場 900 874 874 858 469 485 249 51.43 25.6

原処理場 1,010 633 633 629 303 209 158 75.39 15.0

並柳処理場 2,230 1,470 1,470 1,459 669 804 425 52.88 24.0

雁坂下処理場 1,070 206 140 68.17 9.8

新雁坂下処理場 520 189 94 49.81 4.1

滝之又処理場 520 239 239 221 172 106 52 49.39 7.4

田中処理場 1,850 644 644 642 611 166 168 101.11 7.1

守門南部処理場 990 494 494 486 326 183 125 68.72 11.8

高倉処理場 350 95 95 93 116 31 24 78.41 4.6

福山処理場 250 83 83 76 83 33 18 54.70 4.0

穴沢処理場 1,840 761 761 726 552

  (横根処理場) 500 83 83 81 165

末沢処理場 410 81 81 81 123 41 29 72.28 5.7

柿ノ木処理施設 49 11 11 11 3 3 100.00

福山・高倉地区 29 29 29 7 7 100.00

計 47,173 31,985 31,985 31,195 17,159 13,260 9,974 75.22 456.3

214 52.26 21.0

839 839 834 477

名　称

410
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２ 使用料

（１）使用料改定の推移

本市の下水道使用料は、合併後の平成 22 年度に激変緩和措置を設けた市内統一使用料

に改定しました。「基本使用料」と、排水量に応じて 1㎥あたりの料金が段階的に高く

なる逓増制の「従量使用料」の組み合わせにより算定されます。
ていぞう

使用料改定の検討については、平成 22 年度の改定の際に魚沼市公営企業運営審議会か

ら意見書として提出された内容に従い、4年ごとに原価の再算定、料金水準、体系の検証

を行うこととしています。また、広く財務状況等を公表した上で、改定を行う場合はそ

の必要性を周知します。

なお、町村合併後の改定の推移は次のとおりです。

【平成 22 年度（使用料改定）】

・旧町村地区の料金統一

・料金体系の見直し

・健全な経営を確保するために資産維持費を算入

・人件費等の経費削減目標を経営努力分として料金原価から控除

・経済情勢を考慮し、料金の引き上げに対する激変緩和措置の実施

【平成 26 年度（使用料改定）】

・下水道事業の継続とナショナルミニマム

・使用量に応じた従量料金体系

・経営健全化の成果を使用料に反映し減額改定

【平成 30 年度・令和 4年度・令和 8年度（使用料据え置き）】

・改定なし

下水道使用料（下水道条例から抜粋） 令和 7年 4月 1日現在（税込）

※令和 7年 4月 1日現在金額は、平成 26 年 4月 1日改定による。（令和元年消費税改定を含む。）

使用料区分 条件または下水排除量 金 額

基本使用料 1のメーターにつき 1,210.00 円

従量使用料の単価
10立方メートルまでの

下水排除量 1立方メートルにつき
84.70 円

10 立方メートルを超え 20 立方メートルまでの

下水排除量 1立方メートルにつき
205.70 円

20 立方メートルを超え 30 立方メートルまでの

下水排除量 1立方メートルにつき
211.20 円

30 立方メートルを超え 100 立方メートルまでの

下水排除量 1立方メートルにつき
216.70 円

100 立方メートルを超える

下水排除量 1立方メートルにつき
222.20 円

8
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■令和 4～6年度の 20 ㎥当たりの下水道使用料（税込）

※ 条例上の使用料は、下水道条例に規定された算定方法により 20 ㎥使用した場合で算出しています。

※ 実質的な使用料は、使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20 ㎥を乗じて算出しています。

（２）使用料算定の対象となる経費

使用料算定にあたっては、平成 29 年に公益社団法人日本下水道協会から公表された

「下水道使用料算定の基本的考え方」及び「魚沼市下水道料金算定基準」に基づきます。

独立採算を原則として、通常の経費である人件費、動力費、委託料などのほか減価償

却費、企業債利息の資本費、さらに物価上昇や施設の高度化に対応するため償却資産の

一定割合分として算定される資産維持費を含む総括原価方式となっています。

本市の下水道事業は、有収水量及び処理人口の 75～80％は流域下水道、他は単独処理

場を有する処理区域となっており、地域によって下水処理経費に差異はありますが、事

業を一体的に運営することで下水道使用料の公平性を保ち、使用料を充ててもなお不足

する経費は一般会計からの繰入金を充て、その分は使用料原価から控除しています。

（３）使用料水準

本市を含む新潟県内の 20 市の状況は、下表のとおりです。

■下水道使用料（県内 20 市状況） 令和 7年 3月 31 日現在

年 度 条例上の使用料 実質的な使用料

令和 4年度 4,114.00 円 4,365.00 円

令和 5年度 4,114.00 円 4,370.35 円

令和 6年度 4,114.00 円 4,377.10 円

使用量

順位 自治体名 料金（税込）円 自治体名 料金（税込）円 自治体名 料金（税込）円 自治体名 料金（税込）円 自治体名 料金（税込）円

1 燕市 902 燕市 1,958 燕市 3,157 燕市 5,555 燕市 12,100

2 長岡市 1,210 長岡市 2,596 阿賀野市 3,960 阿賀野市 6,820 阿賀野市 14,410

3 新潟市 1,309 阿賀野市 2,640 長岡市 3,982 長岡市 6,996 長岡市 15,136

4 五泉市 1,320 五泉市 2,860 五泉市 4,400 五泉市 7,590 五泉市 15,560

5 阿賀野市 1,320 新潟市 3,047 新潟市 4,785 小千谷市 8,250 小千谷市 16,500

6 柏崎市 1,507 新発田市 3,168 新発田市 4,818 新発田市 8,558 見附市 17,600

7 新発田市 1,518 柏崎市 3,201 小千谷市 4,950 柏崎市 8,695 村上市 18,183

8 加茂市 1,523 小千谷市 3,300 柏崎市 4,977 見附市 8,800 柏崎市 18,870

9 十日町市 1,540 加茂市 3,316 加茂市 5,164 加茂市 8,970 19市 平均 19,001

10 19市 平均 1,594 十日町市 3,355 19市 平均 5,171 新潟市 8,987 新発田市 19,008

11 三条市 1,650 19市 平均 3,358 十日町市 5,225 村上市 8,998 加茂市 19,035

12 小千谷市 1,650 村上市 3,487 見附市 5,280 19市 平均 9,003 南魚沼市 19,205

13 村上市 1,650 見附市 3,520 村上市 5,324 十日町市 9,075 十日町市 19,250

14 見附市 1,760 糸魚川市 3,614 糸魚川市 5,429 南魚沼市 9,605 新潟市 19,492

15 糸魚川市 1,799 胎内市 3,745 胎内市 5,675 糸魚川市 9,719 胎内市 20,625

16 胎内市 1,815 三条市 3,795 南魚沼市 5,765 胎内市 9,775 三条市 20,955

17 佐渡市 1,886 南魚沼市 3,845 三条市 5,940 三条市 10,230 糸魚川市 20,994

18 妙高市 1,892 妙高市 3,872 妙高市 6,138 魚沼市 10,560 魚沼市 21,395

19 南魚沼市 1,925 魚沼市 4,114 魚沼市 6,226 妙高市 10,670 佐渡市 23,468

20 魚沼市 2,057 上越市 4,205 上越市 6,592 佐渡市 11,478 妙高市 24,090

21 上越市 2,104 佐渡市 4,284 佐渡市 6,682 上越市 12,290 上越市 26,535

10㎥/月　　 20㎥/月 30㎥/月 50㎥/月 100㎥/月
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■水道料金・下水道使用料 合計（県内 20 市状況） 令和 7年 3月 31 日現在

３ 組 織

本市は、平成 16 年 11 月の町村合併で誕生以降、事務の一元化、特別会計から法適用の

公営企業会計への移行を進め、平成 19 年度に全事業を地方公営企業法適用とし会計を統合

しました。また平成 21 年 4月には上水道事業、簡易水道事業、ガス事業、下水道事業の組

織を一元化し、平成 23・24 年度には会議室や書庫を備えた書庫棟を整備することにより、

組織が効率的に事業を実施できるよう条件整備を進めてきました。

■組織図 令和 7 年 4 月 1 日現在

営業係

施設課 維持係

ガス製造所 施設係

庶務係 …
ガス・水道・下水道事業会計の経理事務、

経営に関する計画策定、条例の改廃など

業務課 料金係 …
料金及び使用料の計算、徴収業務、

ガス・水道・下水道の使用開始及び使用休止の受付

…
お客様の加入促進・宣伝業務、ガス内管保安管理、受益者負担金徴収、メー

ター交換、ガス・水道・下水道のお客様資産工事の受付

ガス水道局

計画係 …
ガス・水道・下水道整備事業実施のための計画策定、

事業の許認可申請業務など

… 水の郷工業団地に向けたガスの製造・供給業務

…
ガス・水道・下水道施設の維持管理、水道水の検査、

組合営水道の指導など

工務係 …
ガス・水道・下水道管の布設及び布設替工事、

ガス供給施設・水道配水施設・下水処理施設の建設改良など

使用量

順位 自治体名 料金（税込）円 自治体名 料金（税込）円 自治体名 料金（税込）円 自治体名 料金（税込）円 自治体名 料金（税込）円

1 長岡市 2,398 燕市 5,203 燕市 7,843 燕市 13,123 燕市 26,873

2 燕市 2,706 長岡市 5,599 五泉市 8,756 阿賀野市 15,070 見附市 30,745

3 五泉市 2,750 五泉市 5,753 糸魚川市 8,773 五泉市 15,246 阿賀野市 30,910

4 糸魚川市 2,811 糸魚川市 5,792 長岡市 8,800 見附市 15,345 五泉市 31,466

5 三条市 2,904 見附市 6,105 阿賀野市 9,020 長岡市 15,444 長岡市 32,659

6 加茂市 2,997 阿賀野市 6,160 見附市 9,185 糸魚川市 15,461 糸魚川市 32,841

7 見附市 3,025 新潟市 6,281 新潟市 9,449 村上市 16,698 村上市 33,583

8 妙高市 3,047 加茂市 6,484 新発田市 9,818 新潟市 16,709 小千谷市 34,188

9 新潟市 3,113 新発田市 6,496 村上市 9,944 加茂市 17,220 魚沼市 35,090

10 新発田市 3,174 村上市 6,567 加茂市 10,026 魚沼市 17,270 加茂市 35,755

11 村上市 3,190 魚沼市 6,688 魚沼市 10,142 小千谷市 17,303 新潟市 36,069

12 柏崎市 3,212 三条市 6,787 19市 平均 10,442 新発田市 17,958 19市 平均 37,921

13 19市 平均 3,255 19市 平均 6,804 小千谷市 10,549 19市 平均 18,077 三条市 38,379

14 阿賀野市 3,300 妙高市 6,886 三条市 10,670 三条市 18,524 新発田市 39,408

15 魚沼市 3,344 柏崎市 7,117 柏崎市 11,324 胎内市 19,915 胎内市 40,965

16 上越市 3,616 小千谷市 7,172 妙高市 11,429 柏崎市 20,344 南魚沼市 43,383

17 佐渡市 3,772 上越市 7,433 上越市 11,657 妙高市 20,515 十日町市 44,385

18 小千谷市 3,795 胎内市 7,765 胎内市 11,735 十日町市 21,560 柏崎市 45,974

19 胎内市 3,795 十日町市 8,250 十日町市 12,650 上越市 21,601 上越市 46,461

20 十日町市 3,905 南魚沼市 8,663 南魚沼市 13,003 南魚沼市 21,683 妙高市 47,740

21 南魚沼市 4,323 佐渡市 8,766 佐渡市 13,760 佐渡市 23,748 佐渡市 48,718

10㎥/月　　 20㎥/月 30㎥/月 50㎥/月 100㎥/月
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第２節 これまでの主な経営健全化の取組状況

１ 施設の集約・統廃合

本市の下水道事業は、合併前の旧町村でほぼ整備が完了し、その結果多数の処理区域と

施設を保有することとなり、費用も含めてその維持管理の効率化が課題となっていました。

そのため、老朽化に伴う施設の更新に合わせて、更新費用と維持管理費用を比較検討し、

隣接する処理区域との統廃合を含めて、施設の集約を図ってきました。

２ 会計及び組織の統合

本市の下水道事業会計は、平成 16年 11 月の合併当初、4会計で運営していましたが、

順次地方公営企業法の適用を進め、平成 19 年度に全事業を地方公営企業法適用事業と

し、会計を統合しました。

■下水道事業会計の推移

統合・接続時期 廃止処理場 統合・接続先

平成 16 年 10 月 25 日 大栃山処理場 穴沢処理場

平成 18 年 4月 1日 小平尾処理場 新雁坂下処理場

平成 21 年 3 月 31 日 大沢・水下処理場 流域下水道 堀之内浄化センター

平成 23 年 12 月 5 日 大白川処理場 末沢処理場

平成 26 年 3 月 31 日 貫谷処理場 並柳処理場

平成 26 年 6 月 30 日
大湯浄化センター

池平処理場
流域下水道 堀之内浄化センター

平成 28 年 6 月 30 日 舟山処理場 原処理場

令和 6年 9 月 26 日 横根処理場 穴沢処理場

会計区分 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度～

企業会計
公共下水道
事業会計

（公共堀之内）

特別会計

流域関連下水道
事業特別会計

（公共小出・湯之
谷、特環伊米ヶ崎・

広神）

企業会計

特別会計

会計数 4 3 2 1

下水道事業会計

農業集落排水事業会計
（原、舟山）

下水道事業特別会計
（特環湯之谷・守門、集排湯之谷・
広神・守門・入広瀬、個別排水）

公共下水道
事業会計

下水道事業会計

11
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■組織・職員数の推移

平成 16 年 11 月の合併当初、下水道事業は下水道課で行っていましたが、市役所全体の組

織改編により、平成 21 年度にガス・水道事業を所管する企業課の分室として位置づけられ、

平成 23 年度に企業課に統合しました。翌平成 24 年度にガス水道局に名称が変更され、現在

ガス事業、水道事業、下水道事業を一元管理する組織となっています。

令和 7年度の下水道会計支弁職員は、7人となっています。職員数は、平成 18 年度に比較し令

和 7年度は 5人減となっています。

※ （）内は、兼務となっています。

３ 民間活力の活用

次の業務について民間に業務を委託し、費用軽減と効率化を図ってきました。

・料金徴収関連業務

・下水道メーター交換

・排水設備等工事設計確認、竣工検査

・各種システム関係保守管理

・下水道施設運転管理業務

・汚泥運搬業務

・下水道台帳更新業務

H18　 H19 H20 H21　 H22 H23　 H24　 H25 H27 H29 H30 R元 R2 R4 R5 R6

（グループ制） （大課制） H26 H28 R3 R7

組織・職名 人数 人数 人数 組織・職名 人数 人数 組織・職名 人数 組織・職名 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数 人数

ガス・水道課 企業課 企業課 ガス水道局

　課長等 3 3 2 　課長 1 1 　課長 1 　局長 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

お客様サービス室 お客様サービス室 業務課

　室長 1 1 　室長 1 　課長 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

　庶務係 3 4 4 　庶務班 5 5 　庶務班 5 　庶務係 4 4 5 5 6 5 5 5 5 5

　料金係 4 4 4 　料金班 4 4 　料金班 4 　料金係 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3

　営業係 3 3 4 　営業班 5 4 　営業班 4 　営業係 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3

　施設係
 （H19～施設班）

9 12 12

施設室 施設室 施設課

　室長 1 1 　室長 1 　課長 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

　ガス班 7 8 　ガス班 7 　計画係 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

　水道班 5 5 　水道班 5 　維持係 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5

　下水道班 4 　工務係 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5

下水道課 堀之内分室
水の郷工業団
地ガス製造所

ガス製造所

　課長・補佐等 2 2 2 　室長 1 1 　施設長 1 　施設長 1 1 1 (1) (1) 1 1 1 1 1

　管理係 4 3 3 　下水道班 5 4 　施設係 1 1 1 1 1 1 1

　工務係 6 5 5

合計（人） 34 36 36 35 34 33 31 30 30 30 31 32 31 31 30 29
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第３節 経営比較分析表を用いた現状分析

１ 経営の健全性・効率性

総務省通知により、「経営比較分析表」を公表することとなっています。経年比較や類

似団体（※）との比較により、経営の現状及び課題を分析するために作成しています。

本戦略では、下水道事業会計として5事業を一本化し、経理を行っていることから、合算

による分析としています。また、類似団体平均は公共下水道事業のものを参考として掲載

しています。

下水道5事業をまとめた経営の健全性・効率性に関する指標の分析は、以下のとおりです。

なお、5事業ごとの経営比較分析表は、巻末（P38～42）に掲載しました。

※分析表における「類似団体」とは、処理人口規模に応じて分類した公営下水道事業者をいいます。

（注）令和 2年度は収益認識基準の変更に伴い、使用料収入や有収水量等の算出基礎数値が、1ヶ月

分多く計上されています。

算出式 経常収益÷経常費用×100

（１）経常収支比率（％）

指標の
説　明

使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益
で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程

度賄えているかを表す指標です。

指標の

考え方

単年度の経常収支が黒字であることを示す

「100％以上」となることが必要です。

分　析
収益が費用を上回っており、処理に要する費
用を使用料収入や繰入金で賄えており、概ね

健全経営となっています。
R1 R2 R3 R4 R5

魚沼市 108.57 109.34 104.25 101.48 102.09

類似団体平均 109.21 107.81 107.54 105.35 106.80

80.00
85.00
90.00
95.00

100.00
105.00
110.00
115.00
120.00

【105.91】

算出式
当年度未処理欠損金÷（営業収益－受託工事
収益）×100

（２）累積欠損金比率（％）

指標の

説　明

営業収益に対する累積欠損金（営業活動によ

り生じた損失で、繰越利益剰余金等でも補填

することができず、複数年度にわたって累積
した欠損金のこと）の状況を表す指標です。

指標の

考え方

累積欠損金が発生していないことを示す０％

であることが求められます。

分　析
累積欠損金が解消されており、健全な経営状

況となっています。R1 R2 R3 R4 R5
魚沼市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

類似団体平均 15.73 18.20 19.06 26.07 26.89

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00
【3.03】
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算出式 流動資産÷流動負債×100

（３）流動比率（％）

指標の

説　明

短期的な債務に対する支払能力を表す指標で

す。

指標の

考え方

１年以内に支払うべき債務に対して支払うこ

とができる現金等があることを示す「100％

以上」であることが必要です。

分　析

一般会計繰入金の減少に伴い流動資産が減少

傾向となっていますが、交付税措置される企

業債が含まれることや、流動負債となる企業

債の残高が減少していることから、健全性が

損なわれているとはいえません。
R1 R2 R3 R4 R5

魚沼市 79.06 88.99 83.37 70.96 60.72

類似団体平均 57.26 48.56 47.58 65.87 77.26

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00 【78.43】

（４）企業債残高対事業規模比率（％）

指標の

説　明

使用料収入に対する企業債残高の割合で、企

業債残高の規模を表す指標です。

指標の

考え方

明確な数値基準はありませんが、経年比較や
類似団体との比較等により適切な数値となっ

ているか分析が必要です。

分　析

過去の整備に係る企業債残高が大きいため、
単年度収益と大きく乖離していますが、類似

団体との比較では企業債残高が低いことを示
しています。

算出式
（企業債現在高合計－一般会計負担）÷（営
業収益－受託工事収益－雨水処理負担金）×

100

R1 R2 R3 R4 R5
魚沼市 373.98 324.01 293.61 255.34 202.62

類似団体平均 1,130.4 1,245.1 1,108.8 742.08 730.84

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00 【630.82】

算出式
下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除

く）×100

（５）経費回収率（％）

指標の

説　明

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料

で賄えているかを表した指標です。

指標の

考え方

経費を全て使用料で賄えていることを示す

「100％以上」であることが必要です。

分　析

経費が使用料を上回っていますが、概ね経費
を回収できている状況です。また、類似団体

平均を上回っていますが、使用料収入が減少
していることから計画的な使用料の見直しが

必要となります。R1 R2 R3 R4 R5
魚沼市 131.13 123.46 112.03 95.38 91.36

類似団体平均 74.17 79.77 79.63 86.51 89.17

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00 【97.81】
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指標の

説　明

有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用
です。資本費（支払利息、減価償却費）及び

維持管理費を含めたコストです。

指標の
考え方

明確な数値基準はありませんが、経年比較や

類似団体との比較等により適切な数値となっ
ているか分析が必要です。

分　析

整備がほぼ完了し、人口減少に伴う有収水量

の減少や一般会計繰入金の減少に伴い、処理
原価の上昇傾向にあります。

（６）汚水処理原価（円）

算出式
汚水処理費（公費負担分を除く）÷年間有収
水量×1000

R1 R2 R3 R4 R5
魚沼市 150.93 151.71 176.82 192.93 217.44

類似団体平均 230.95 214.56 213.66 188.24 184.85

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00 【138.75】

算出式
現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人

口×100

分　析
整備がほぼ完了しており、高率で推移してい

ます。

（８）水洗化率（％）

指標の
説　明

処理区域（整備が完了し、接続できる区域）

内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚
水処理している人口の割合です。

指標の
考え方

公共用水域の水質保全や使用料収入の確保の

観点から100％となっていることが望まれま
す。

R1 R2 R3 R4 R5
魚沼市 96.67 96.88 97.05 97.18 97.34

類似団体平均 83.16 82.06 82.26 91.37 91.92

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00 【95.91】

類似団体平均に比べて高い数値となっていま

すが、人口減少等に伴う処理水量の減少によ
り減少傾向となっています。

算出式
晴天時現在処理水量÷晴天時現在処理能力×
100

指標の

説　明

施設・設備が１日に処理できる能力に対する
１日当たりの平均処理水量の割合です。利用

状況や適正規模を判断する指標です。

指標の
考え方

明確な数値基準はありませんが、一般的には
高い数値であることが望まれます。

分　析

（７）施設利用率（％）

R1 R2 R3 R4 R5
魚沼市 60.56 66.74 66.36 66.31 59.51

類似団体平均 49.27 49.47 48.19 54.86 55.04

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00 【58.94】
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２ 老朽化の状況

本市では下水道の整備が完了し、新たな区域拡張による大きな投資はなく、施設設備は毎年

度ほぼ一定の割合で減価償却が進んでいます。

処理場については、施設設備の耐用年数を順次迎えており、事業計画（※）の見直しを図り

ながら更新を実施しています。

管渠については、耐用年数（50年程度）を迎えていませんが、中越大震災等の度重なる地震

の影響を受け、損傷したものもあり、管渠更新・更生を実施しています。

また、有収率が特に低い処理区も見られ、管渠の老朽化が進行していることにより、不明水

（地下水等）が流入していると考えられ、対応が必要な状況となっています。

※「事業計画」とは「魚沼市公共下水道全体計画（基本計画）」の下位計画として位置づけられ、およ

そ 5～7年程度で整備可能な範囲について、下水道の配置や構造、能力などを定める計画のことです。

指標の

考え方

明確な数値基準はありませんが、経年比較や

類似団体との比較等により適切な数値となっ

ているか分析が必要です。

分　析

整備が完了し、区域拡張に係る大きな投資は

ないため、償却が進むことにより増加してい

きます。

算出式

（１）有形固定資産減価償却率（％）

指標の

説　明

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却

がどの程度進んでいるかを表す指標です。

有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産

のうち償却対象資産の帳簿原価×100

R1 R2 R3 R4 R5
魚沼市 40.47 42.70 44.95 47.10 49.00

類似団体平均 24.10 19.93 21.94 29.42 31.14

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00 【41.09】

指標の

考え方

明確な数値基準はありませんが、経年比較や

類似団体との比較等により適切な数値となっ

ているか分析が必要です。

分　析 老朽化による更新の時期となっていません。

指標の

説　明

法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表し

た指標で、老朽化の度合いを示しています。

（２）管渠老朽化率（％）

算出式
法定耐用年数を経過した管渠延長÷下水道管

渠布設延長×100

R1 R2 R3 R4 R5
魚沼市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

類似団体平均 0.00 0.00 0.00 0.74 0.76

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00 【8.68】
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（３）管渠改善率（％）

指標の

説　明

当該年度に更新した管渠延長に割合を表した

指標で、管渠の更新ペースや状況を示してい

ます。

指標の

考え方

明確な数値基準はありませんが、数値が２％

の場合、全管渠を更新するのに50年かかる

ペースとなります。

分　析

中越大震災で被災した管渠復旧のために管渠

更新等の投資により、その後、改善の必要が

ない状況が続いています。

算出式
改善（更新・改良・維持）管渠延長÷下水道

管渠布設延長×100

R1 R2 R3 R4 R5
魚沼市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

類似団体平均 0.10 0.32 0.10 0.07 0.06

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00 【0.22】
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３ 収益的収支の構成比

令和 6年度下水道事業会計決算における収支の構成は、次のとおりです。

■主な収入の説明

■主な支出の説明

①下水道使用料 お客様からいただいている使用料収入で、32.58％となっています。

②他会計補助金 一般会計からの繰り入れを示し、31.25％となっています。

③資本費繰入収益
資本的収支で収入していた企業債元金償還に係る繰入金を、収益的収支

に移行していた収益のことで、7.78％となっています。

④長期前受金戻入
資産取得時に財源とした補助金等（長期前受金）を、減価償却に対応し

て収益化したものを長期前受金戻入といい、28.05％となっています。

①減価償却費
これまで投資した資産の耐用年数に応じて当該年分を計上しており、支

出の中で 63.08％と最も高い比率となっています。

②職員給与費

組織改編、事務や施設管理等の効率化、事業の委託などを進めてきたこ
となどによる職員数の減少に伴い、職員給与費（法定福利費等含む）は
1.69％と低く抑えられています。

③支払利息 起債償還のための支払利息で、3.14％となっています。

④委託料

料金徴収関連や下水道メーター交換、排水設備工事調査、各種システム
関係保守管理、施設運転管理業務、汚泥運搬などの民間委託している業務
に係る委託料で、全体の 10.61％となっています。

⑤動力費

汚水処理や汚水圧送に係る動力費で 2.72％となっています。人口減少等
により汚水量は減少しているため、使用電力量の減少が見込まれますが、
電力料金単価変動の影響を受け動力費は変動していきます。

今後、動力費低減のため、より効率的な運転管理等を検討していきます。

⑥修繕費

下水道施設の緊急修繕にかかる修繕費で 1.60％です。設備の故障に伴う
緊急用の費用であり、設備によって修繕費が上下するため一定に推移しま
せん。修繕費を低減できるよう、適正な維持管理と先を見越した更新を行
います。

⑦流域下水道維持

管理負担金

新潟県の施設である魚野川流域下水道（堀之内処理区）の維持管理負担
金であり、15.96％と高い比率となっています。
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第４節 将来の事業環境

１ 人口予測

本市の人口は、平成 17 年国勢調査では 43,555 人でしたが、令和 2年国勢調査では

20.8％減の 34,483 人となっており、今後も減少することが見込まれます。

出典：総務省統計局『国勢調査』及び国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（令和

5（2023）年推計』より

（参考）世帯数

新潟県では単身世帯の増加等により、世帯数は増加傾向にあります。一方、本市の

世帯数は、平成 17 年国勢調査をピークに減少傾向となっています。

出典：総務省統計局『国勢調査』

推計値
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２ 排水量予測

人口減少による排水量の減少とともに、機器の節水機能向上による一人当たりの排水量

の減少も想定されます。

下水の排水量は、人口減少率に比例して毎年 1.6％程度の減少と推計しています。

３ 使用料収入の見通し

下水の排水量の減少に比例して、使用料収入も毎年 1.6％程度減少していくものと推計

しています。

使用料改定を行わない場合の使用料収入の見通しは、人口の減少率及び排水量の減少

の推移と同程度に減少するものと見込まれます。

４ 施設の見通し

本市の下水道管は、昭和 50 年代に布設が開始され、それ以降の多くが平成 10 年頃にか

けて布設されています。

下水道管渠の法定耐用年数は 50 年とされており、市内の管渠の多くは布設後、まだ法

定耐用年数を経過していませんが、平成 16 年の中越大震災等の災害や経年劣化により、

管渠や施設の一部は破損や老朽化が進行しており、そこから地下水や雨水が流入すること

により不明水が増加し、汚水処理費用増大の一因となっています。

また、一部のマンホールでは、下水から発生する硫化水素の影響により劣化が進み、耐

用年数に達する前に更新が必要になると予想されます。

施設の老朽化に伴い、主要な機械・電気設備の更新や下水道管の更新を計画的に実施す

ることと、その更新に併せた施設自体の統廃合を組み合わせることが最も有効な手段です。

年間の排水量と使用料収入の推移

推計値
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これまでも地形的に可能な処理区について、順次統合を実施してきましたが、今後とも計

画的な統合が必要です。実施に際して、各種財源を検討しながら経済的な投資を心がける

ことも大切な要件と考えます。

令和 7年 3月 31 日現在

５ 組織の見通し

本市は行政部門の組織機構の改革に合わせ、企業組織の改編を進め、下水道、ガス及び

水道事業を同一部局とすることで、効率的な事業執行に繋がっています。

また、「魚沼市定員適正化計画」（※）に基づき、施設の統廃合による施設管理の効率

化、事業の委託などを進めながら、今後も適正な定員管理に努めます。

今後も、直営と委託で行う業務区分の見直しなど一層の効率化を目指し、経営改善に努

めていく必要があります。

※「魚沼市定員適正化計画」は、令和 8年度から「魚沼市定員管理計画」となる予定です。
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施設の統廃合や長寿命化などを図り、下水道事業の効率化を進めながら、市民の安定利用と負

担抑制を目指すため、経営基本方針と経営目標を次のとおりとします。

１ 経営基本方針

● 基本方針１ 持続可能な下水道事業の運営（持続）

水道の使用とともに市民から安心して下水道を利用いただくため、下水道施設の強靭化・長

寿命化に取り組みます。

また、将来にわたって下水道サービスが安定的に提供できるよう施設の統廃合を進めます。

令和 17年度までの間に、並柳処理場をはじめ 5処理場の流域下水道への統合を進め、最終的に

は流域下水道へ 9処理場の接続を予定しています。その他の施設については、維持管理費削減

などのため施設の統廃合や処理施設の最適化を進めます。

● 基本方針２ 老朽化対策の推進（安全）

ストックマネジメント計画に基づき、費用の低減と平準化を図りながら、計画的な点検・調

査及び修繕・改築を行い予防保全と機能確保などの対策に努めます。

● 基本方針３ 危機管理体制の強化（強靭）

近年多発する自然災害などに備え、施設の耐震化などのハード対策、下水道事業業務継続計

画の拡充、ＤＸ化の推進などによって施設や事業体制の強靭化を図ります。

２ 経営目標

（１）下水道接続率の向上による使用料の増収

下水道接続率は、下水道整備区域内において下水道に接続している人口の割合を表す指標

です。今後は 1年当たり 0.1%程度の伸びを目指し、令和 17 年度の目標値を 98.55%とします。

（令和 6年度 97.55％）

（２）不明水対策による有収率の向上

マンホール蓋の更新を年間 100 基を目途とし、マンホール内部の継ぎ目などから侵入水を

防ぐ止水対策を実施します。

本市の有収率は、過去 5年間の実績（平均約 77.26％）を勘案して、目標値を 78.00％とし

ました。なお、有収率の目安は、毎年度ごとに 0.2％程度上昇するように設定しました。

（令和 6年度 75.46％）

（３）施設統合による経費削減

令和 17年度までの間に、並柳処理場をはじめ 5処理場を流域下水道へ統合を進め、経費節

減を図ります。

第３章 経営基本方針及び経営目標
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第１節 収支計画

（資金収支グラフ）

（収益的収支グラフ）

下水道事業収支計画（５事業合算）

第４章 投資・財政計画（収支計画）

（税抜）

（税抜）
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１ 収益的収支

年　　　　　　度 R6年度 R7年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 見 込 ）

１． (A) 726,936 718,414 706,959 695,689

(1) 724,318 715,822 704,369 693,099

(2) (B) 0 0 0 0

(3) 2,618 2,592 2,590 2,590

２． 1,496,231 1,470,276 1,444,287 1,435,176

(1) 868,711 847,847 827,735 821,735

867,747 819,247 827,447 820,447

964 28,600 288 1,288

(2) 623,550 622,318 614,677 611,566

(3) 3,970 111 1,875 1,875

(C) 2,223,167 2,188,690 2,151,246 2,130,865

１． 2,082,222 2,119,663 2,036,693 2,034,043

(1) 36,361 35,957 35,957 35,957

19,373 19,390 19,390 19,390

16,988 16,567 16,567 16,567

(2) 684,899 667,917 639,329 634,440

58,730 60,224 58,224 58,224

34,428 32,438 32,438 32,438

36,558 31,265 33,042 31,556

191,587 194,340 194,340 194,340

370 15,818 0 1,818

343,787 316,106 304,981 300,520

19,439 17,726 16,304 15,544

(3) 1,360,962 1,415,789 1,361,407 1,363,646

２． 72,001 61,364 55,825 53,511

(1) 67,659 56,498 51,318 49,004

(2) 4,342 4,866 4,507 4,507

(D) 2,154,223 2,181,027 2,092,518 2,087,554

(E) 68,944 7,663 58,728 43,311

(F) 0 0 0 0

(G) 0 0 0 0

(H) 0 0 0 0

68,944 7,663 58,728 43,311

(I) 419,624 334,784 366,512 409,823

R8年度 R9年度

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出

修 繕 費

委 託 料 （ 経 常 ）

〃 管渠・処理場・ ﾎﾟﾝﾌ ﾟ場

委 託 料 （ 特 別 ）

流 域 維 持 管 理 負 担 金

そ の 他 （ 経 常 ）

減 価 償 却 費 等

そ の 他

収 入 計

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

そ の 他

経 費

動 力 費

営 業 収 益

使 用 料 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
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（税抜・単位：千円）

684,599 673,687 759,296 747,189 735,275 723,552 712,017 700,666

682,009 671,097 756,706 744,599 732,685 720,962 709,427 698,076

0 0 0 0 0 0 0 0

2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590

1,411,216 1,412,440 1,342,121 1,333,965 1,341,329 1,337,093 1,332,751 1,304,375

798,485 797,735 747,735 747,735 748,735 747,735 747,735 747,735

797,447 797,447 747,447 747,447 747,447 747,447 747,447 747,447

1,038 288 288 288 1,288 288 288 288

610,856 612,830 592,511 584,355 590,719 587,483 583,141 554,765

1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875

2,095,815 2,086,127 2,101,417 2,081,154 2,076,604 2,060,645 2,044,768 2,005,041

2,030,479 2,033,409 2,021,317 1,987,902 2,001,267 1,991,537 1,984,944 1,936,770

35,957 35,957 35,957 35,957 35,957 35,957 35,957 35,957

19,390 19,390 19,390 19,390 19,390 19,390 19,390 19,390

16,567 16,567 16,567 16,567 16,567 16,567 16,567 16,567

626,692 619,252 633,263 610,971 608,739 602,930 598,997 595,121

58,224 58,224 58,224 58,224 58,224 58,224 58,224 58,224

32,438 32,438 32,438 32,438 32,438 32,438 32,438 32,438

33,176 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758 32,758

194,340 194,340 194,340 194,340 194,340 194,340 194,340 194,340

1,363 0 18,182 0 1,818 0 0 0

291,037 285,707 281,536 277,426 273,376 269,385 265,452 261,576

16,114 15,785 15,785 15,785 15,785 15,785 15,785 15,785

1,367,830 1,378,200 1,352,097 1,340,974 1,356,571 1,352,650 1,349,990 1,305,692

52,277 52,541 51,794 49,459 53,349 52,911 53,008 53,013

47,770 48,034 47,287 44,952 48,842 48,404 48,501 48,506

4,507 4,507 4,507 4,507 4,507 4,507 4,507 4,507

2,082,756 2,085,950 2,073,111 2,037,361 2,054,616 2,044,448 2,037,952 1,989,783

13,059 177 28,306 43,793 21,988 16,197 6,816 15,258

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

13,059 177 28,306 43,793 21,988 16,197 6,816 15,258

422,881 423,058 451,364 495,156 517,144 533,341 540,156 555,414

R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度 R15年度 R16年度 R17年度
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２ 資本的収支

年　　　　　度 R6年度 R7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 見 込 ）

１． 264,700 333,200 352,000 315,600 353,800

２．

３．

４．

５．

６． 106,300 90,000 190,500 191,000 242,000

７．

８． 6,300 4,700 4,700 4,700 4,700

９．

１０． 21,883 3,000

(A) 399,183 430,900 547,200 511,300 600,500

(B)

(C) 399,183 430,900 547,200 511,300 600,500

１． 444,019 520,585 732,100 675,100 788,100

16,310 19,313 19,313 19,313 19,313

1,720 1,787 1,787 1,787 1,787

２． 820,655 706,100 613,751 520,919 438,394

３．

４．

５．

６．

(D) 1,264,674 1,226,685 1,345,851 1,196,019 1,226,494

(E) 865,491 795,785 798,651 684,719 625,994

１． 724,142 732,433 751,598 642,893 578,532

２． 115,000 27,000

３．

４． 26,349 36,352 47,053 41,826 47,462

(F) 865,491 795,785 798,651 684,719 625,994

0 0 0 0 0

(G)

(H) 4,940,950 4,568,050 4,306,299 4,100,980 4,016,386

　○他会計繰入金

年　　　　　度 R6年度 R7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 見 込 ）

870,300 821,800 830,000 823,000 800,000

769,556 538,664 467,051 414,256 357,406

100,038 94,436 116,149 108,744 113,594

706 188,700 246,800 300,000 329,000

0 0 0 0 0

59,142 94,436 116,149 108,744 113,594

△ 100,038 △ 94,436 △ 116,149 △ 108,744 △ 113,594

40,896

870,300 821,800 830,000 823,000 800,000

R8年度 R9年度 R10年度

R8年度 R9年度 R10年度

補

塡

財

源

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

繰 越 工 事 資 金

う ち 資 本 費 繰 入 収 益

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 3 条 に 振 替

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

預 託 金 貸 付 金

そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出

預 託 金 返 済 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

う ち 物 件 費

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金
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（税込・単位：千円）

264,500 96,900 471,100 186,300 208,400 190,500 208,400

194,000 7,500 418,000 106,000 130,000 111,000 130,000

4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700

463,200 109,100 893,800 297,000 343,100 306,200 343,100

463,200 109,100 893,800 297,000 343,100 306,200 343,100

636,100 251,100 1,086,100 456,100 506,100 466,100 506,100

19,313 19,313 19,313 19,313 19,313 19,313 19,313

1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787

393,326 325,896 283,409 266,203 252,270 217,480 228,925

1,029,426 576,996 1,369,509 722,303 758,370 683,580 735,025

566,226 467,896 475,709 425,303 415,270 377,380 391,925

528,218 447,934 417,156 395,659 383,262 347,281 359,917

38,008 19,962 58,553 29,644 32,008 30,099 32,008

566,226 467,896 475,709 425,303 415,270 377,380 391,925

0 0 0 0 0 0 0

3,887,560 3,658,564 3,846,255 3,766,352 3,722,482 3,695,502 3,674,977

800,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

303,549 280,389 234,445 212,801 189,823 183,864 156,671

121,451 126,611 129,555 139,199 153,177 132,136 162,329

375,000 343,000 386,000 398,000 407,000 434,000 431,000

0 0 0 0 0 0 0

121,451 126,611 129,555 139,199 153,177 132,136 162,329

△ 121,451 △ 126,611 △ 129,555 △ 139,199 △ 153,177 △ 132,136 △ 162,329

800,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000

R11年度 R12年度 R13年度 R14年度

R11年度 R12年度 R13年度 R14年度

R15年度 R16年度 R17年度

R15年度 R16年度 R17年度
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第２節 収支計画のうち投資について

１ 投資の目標

本市の下水道施設は、公共下水道事業と農業集落排水事業で建設しており、規模の小さ

い施設が多く、維持管理には多大な時間と費用を要しています。

施設の維持管理については、従前から民間業者への委託を行っています。

施設の建設については、現在、普及率が 99.85％になっており新規建設の予定はなく、

老朽化の進んだ施設設備の更新工事や統廃合による接続管工事が主となっています。

昭和 52 年に下水道整備に着手し、一部には 50 年が経過しようとしている管がある中、

多くの施設で老朽化が進んでいるため、計画的な施設更新と統廃合が求められています。

これらの課題に対応するため、令和元年度に処理区統合計画を見直し、効率的な施設運

営を目指した統廃合を進めています。

人口減少など社会情勢を見極めながら過大な経費負担とならないよう、また投資額の平

準化を考慮した計画的な施設更新を図っていきます。

２ 管渠、処理場等の建設・更新

（１）管 渠

管渠については、普及率が 99.85％となっているため、計画年度中の新設の計画はあ

りませんが、統廃合による接続管新設を計画的に行っていきます。また、これまで実施

してきた不明水調査の結果により、管渠調査や更新工事を進めていきます。

管渠調査や管渠補修などについては、不明水対策を進めながら、有収率の向上を図っ

ていきます。

■不明水侵入箇所の補修状況

【補修前】 【補修後】

写真 写真
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（２）ポンプ場

ポンプが設置されているマンホールについては、管渠布設に伴い、計画年度中に耐用

年数を超過する箇所があります。ポンプ・逆止弁等についても、耐用年数を考慮した上

で平準化しつつ、計画的に更新を行います。

市全体で中継ポンプ場は 9箇所、マンホールポンプは 238 箇所ありますが、地区によ

りその施設の内容が様々となっています。施設の更新を機に設備の統一を図り、維持管

理の容易な施設としていきます。

（３）マンホール

計画年度中に耐用年数 50 年を超過するマンホールがあります。下水から発生する硫化

水素の影響による劣化がある箇所については、耐用年数よりも早い更新が必要となる可

能性があり、計画的に更新を行っていきます。

一方、マンホール蓋は、耐用年数とされる 15 年を超過しているものが多いため、今後

も計画的な更新を行い、有収率の向上を図っていきます。

■魚沼市のマンホール蓋

市の木（コブシ）、市の花（カタクリ）

市の鳥（ウグイス）、市の魚（アユ）

のデザインとしています。

※平成 21 年に市の木・花・鳥・魚が制定され、本市の

マンホール蓋のデザインとしたものです。

（４）処理場

処理区の統合を見据えた更新計画が求められています。施設全体の更新は、補助事業

の制度を利用できますが、部分的な設備の更新についても過大な経費負担とならないよ

う、計画を作成した中での更新が必要です。

処理場（汚水処理施設）については、次ぺージの「汚水処理施設統合計画」に基づき

進めます。

堀之内浄化センター（魚野川流域下水道処理施設）への接続は、令和 4年度から令和

21 年度の予定で進め、計画期間内では、令和 9年度には並柳処理場、令和 12 年度には、

田中、雁坂下、新雁坂下処理場、令和 14 年度には守門南部処理場を接続予定です。

指 標
令和 6年度

（現状値）
令和 8年度 令和 12 年度 令和 17 年度

マンホール蓋更新 65 基 100 基／各年度

有 収 率 75.46% 76.00% 76.80% 78.00%
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３ 施設のダウンサイジング（集約・統廃合）

本市の下水道事業は、町村合併前の旧町村で整備がほぼ完了しており、その結果、合併

後の魚沼市では多数の処理区域と施設を保有することとなり、費用も含めてその維持管理

の効率化が課題となっていました。

老朽化に伴う施設の更新に合わせて、更新費用と維持管理費用を比較検討し、隣接する

処理区域との統廃合を含めて、施設の集約を図ってきました。

また、統廃合による下水処理施設の解体工事を、財政状況を勘案しながら実施していき

ます。施設の統廃合による廃止施設については、計画的な解体撤去と跡地の利活用を検討

していく必要があります。

４ ストックマネジメントの充実（長寿命化対策と投資の平準化）

下水道管路や施設を、埋設した当時と同様のペースで更新していくことは現状の体制や

経営状況からは困難な状況です。リスク分析を行った中で計画的かつ効率的に長寿命化を

図り、下水道のストックマネジメント計画に基づき、施設管理の最適化に向け取り組んで

いきます。

マンホールポンプやマンホール蓋など、全施設・全数については、更新計画を作成して、

投資額の平準化と施設の安定に努めます。

処理場についても、統合計画の実行を推進します。当面の間は、施設の小規模な改修と

合わせて、建設改良費が平準化するように計画します。

処理場名 廃止 区分 供用開始 ～R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21

奥只見浄化センター 特環 H1.7.14

銀山平浄化センター 特環 H13.7.1

福山処理場 集排 H9.9.1

末沢処理場 集排 H6.6.27

　大白川処理場 H24 集排 S63.9.9

柿ノ木処理施設 小規模 H16.1.22

穴沢処理場 集排 S61.11.1

　大栃山処理場 H16 集排 S57.11.1

　横根処理場 R6 集排 H4.9.14

上条処理場 特環 H4.3.31

高倉処理場 集排 H7.9.1

須原処理場 特環 S59.4.1

守門南部処理場 集排 H5.3.31

田中処理場 集排 S60.12.1

雁坂下処理場 集排 H5.4.1

新雁坂下処理場 集排 S53.12.1

滝之又処理場 集排 H12.3.31

並柳処理場 集排 H4.4.4

　貫谷処理場 H25 集排 H9.3.31

堀之内浄化センター 流域 H4.8.1

　大沢処理場 H20 集排 S54.11.6

　水下処理場 H20 集排 S62.10.15

　大湯浄化センター H26 特環 S59.5.1

　池平処理場 H26 集排 S63.8.1

原処理場 集排 H6.8.1

　舟山処理場 H28 集排 H6.8.1

処理場数
（県流域含む）

9 26 18 17 17 17 16 16 16 13 13 12 11 11 11 10 10 9 8

魚沼市汚水処理施設統合計画
公共(流域) 特環 集排 小規模

上条へ接続 流域へ接続

流域へ接続

流域へ接続

流域へ接続

流域へ接続

流域へ
接続
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５ 防災・安全対策

日本は世界有数の地震大国であるとともに、近年、全国的に上下水道の老朽管に起因す

る大規模な事故が発生し、設備の保守・点検及び更新の重要性への認識が高まっています。

下水道施設が被災した場合、下水道管の損傷やマンホールの隆起・陥没等による交通障

害の発生のみならず、生活雑排水を流せなくなる、水洗トイレが使用できなくなるなど、

日常生活や公衆衛生の観点からも重大な影響を及ぼします。

本市では、下水道管において、関係部署や外部委託業者との災害対応体制の構築（ＢＣ

Ｐ（業務継続計画））等により対策を推進していきます。

※ BCP…災害等により被害を受けても重要な事業を中断させず、中断しても早期に復旧させる計画。

■マンホールトイレ整備状況

市内 8 箇所にマンホールトイレが整備さ

れています。

可動式トイレは 5台保有しており、災害に

応じて設置が可能となっています。

【マンホールトイレ設置箇所】（順不同）

市役所本庁舎、堀之内小学校、小出小学校、

湯之谷小学校、須原小学校、入広瀬会館、

魚沼市総合体育館、広神体育センター
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第３節 収支計画のうち財政（財源）について

１ 財源の目標

本市の下水道事業は、整備が完了しており、過去の投資に係る企業債残高が大きく、そ

の償還が多額となっています。総務省の定める「地方公営企業繰出金基準」による分流式

下水道等に要する経費など、一般会計繰出金の対象となる費用を適正に把握し、財源を確

保していきます。

また、新たな処理区域の拡張は見込めず、人口減少に比例して使用料収入の減少が想定

されます。今後、さらに厳しい経営状況となるため、計画期間内で使用料の見直しの検討

が必要です。

老朽化による施設の更新に際しては、国庫補助事業を優先的に活用することにより、自

己負担を抑制し、財源の確保に努めます。

財源の指標及び目標については、下記のとおりです。

２ 使用料収入

（１）使用料収入の見通し

人口減少に伴い使用料収入も減少見込みの上、維持管理費の増加も見込まれますが、4

年に 1度の使用料見直しの検討にあたっては算定期間（令和 8年度から 11 年度）中にお

いて経営可能と見込み、使用料の改定は行わず据え置きとしました。

しかし、使用料収入は毎年度 1.6％程度の減少が見込まれており、厳しい経営状況となっ

ています。

（２）使用料見直しの検討

現在の使用料を継続した場合、令和 12 年度から収益的収支において純損失となる見込

みです。このため、計画年度内での使用料見直しが必要と判断し、使用料の値上げを想

定した試算を行い、収支計画にお示ししました。

本市では、魚沼市公営企業運営審議会からの意見書により 4年に 1 度使用料の見直し

を行うこととしているため、前年度の令和 11 年度に使用料見直しの検討を行い、その時

点での社会情勢などを勘案しながら、必要最低限度の改定率となるよう検討を進めてい

きます。

なお、収支計画においては、最終年度の令和 17年度に収益的収支において純損失とな

らないように試算したものです。市民生活への影響を考慮し、使用料の値上げについて

は、慎重な検討が必要です。

計画期間内での使用料見直しにより、経費回収率の向上に努めていきます。

指 標 目 標

経常収支比率 経常収支比率は 100％以上を維持

企業債残高対事業規模比率 企業債残高対事業規模比率は、可能な限り低減
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経費回収率の目標値を、下記に示します。

３ 企業債

下水道事業の建設改良費に充てるため、下水道事業債及び過疎債を発行することとして

います。施設の更新期が重なるため、建設改良工事が集中することが見込まれます。スト

ックマネジメント計画等に基づき優先順位を検討し、国庫補助制度を有効に活用して企業

債の発行を抑制し、後年度負担が一時期に集中しないよう配慮します。

４ 繰入金

独立採算制を経営の基本原則として、効率的な事業運営により経費節減を進めるととも

に、適正な使用料改定を実施しながら、健全経営に努めます。一般会計からの繰入金は、

法令等に基づく負担金、補助金のみとし、その経費以外は経営に伴う収入をもって充てて

いくものとします。

企業債の発行を抑制してきたため、企業債残高が減少しており、このことに伴い償還額

も減少していることから、償還額に対する繰入金も減少していく見込みです。

過疎債の償還については、分類上は基準外繰入の扱いとなっていますが、下水道事業会

計から全額償還していることから、地方交付税の基準財政需要額に計上される相当額を一

般会計負担としています。

また、経費負担区分の原則から、本来は一般会計で経営することとされる雨水処理事業、

合併浄化槽事業等に係る経費は、別に負担を求めるものとします。

指 標
令和 6年度

（現状値）
令和 8年度 令和 12 年度 令和 17 年度

経費回収率 95.17％ 94.90％ 100.00％ 100.0％
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第４節 収支計画のうち投資以外の経費・取組について

１ 経常的経費の縮減

委託料、修繕費、薬品費等について、安価な調達を検討しながらコスト縮減に務め、経

営健全に努めます。

動力費については、安価な調達方法により経費節減を図るとともに、脱炭素社会の実現

を目指し温室効果ガス排出量を削減に向けたグリーントランスフォーメーション（ＧＸ）

への取組も進めます。

職員給与費については、人事異動により変動があること、また時間外勤務縮減を目指し

ていることなどから、同程度に推移することを見込んでいます。

２ 魚野川流域下水道負担金

魚野川流域下水道維持管理費負担金及び資本費負担金は、令和 7年度から 9年度までは

流入量に応じ 94 円/ｍ3として計上しています。県の維持管理負担金計画に基づき、3年に

1度見直しをされることとなっています。

３ 組織の活性化と人材育成

地方公営企業法の基本理念を達成するために、サービス精神と広い視野に立った経営感

覚のある人材の育成を進めます。局内研修の実施とともに他機関への研修会へ参加させ、

人材の育成を行いながら、組織の活性化を図っていきます。

４ 未収金の徴収対策

使用料の未納に対しては、ガス料金及び水道料金と併せての電話や個別訪問による納入

依頼、納入誓約書の徴取による計画的な支払いの実施などを行います。人口減少による使

用料収入減が見込まれる中、徴収率の一層の向上に注力していくことが重要になります。

５ 接続率の向上

広報等による普及・啓発活動により下水道への接続率は年々向上しつつありますが、未

接続世帯に対しては個別事情の把握・データ整理を行いながら啓発活動を行い、未接続の

解消を図っていきます。

６ 資金管理・調達に関する事項

内部留保資金など活用可能な資金は、「魚沼市公金運用基準」及び「魚沼市国債等の取

得、管理及び処分に関する要綱」に基づき効果的かつ適切に運用します。施設整備の資金

調達に関しては、国の支援がある優良債（下水道債、過疎債）を活用して償還費用の平準

化を図り、健全経営に努めます。

７ 情報公開に関する事項

市報やホームページ等の活用により、市民から下水道事業を正しく理解いただき、より

良い評価がいただけるよう、予算・決算状況、使用料、新規接続手続きなどを周知・広報

します。周知内容を常に検証し、分かりやすい広報を心がけてまいります。
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第５節 その他今後検討予定の取組

１ 広域化・共同化

市町村の枠を超えた広域的な連携の推進については、スケールメリットによる経費節減

や組織体制の強化など、幅広い効果が期待されているものの、地理的な条件や使用料体系

も大きく異なることから難しい状況ですが、事務系業務の一部について、共同化の可能性

を視野に入れ、近隣自治体と調整連携を図りながら検討していきます。

２ デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進

持続的な水道事業を実現するためには、ＩＣＴや生成ＡＩ技術を活用し、業務の効率化・

最適化を行うデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進が不可欠です。ドローン

やＡＩを使用した点検や劣化診断など、設備管理の効率化を検討していきます。

３ 下水道事業におけるウォーターＰＰＰ導入の検討

国では、官民連携方式（管理・更新一体マネジメント方式）について、公共施設等運営

事業と併せて、ウォーターＰＰＰとして導入拡大を推進しています。

本市では、これまでも下水道施設や管路の改築、更新で実施計画作成や設計業務等にお

いて業務委託を行ってまいりました。下水道事業におけるウォーターＰＰＰの導入につい

ては現時点で具体的な計画が未定でありますが、将来的に委託業務の拡大を検討するとと

もに、導入について検討していきます。

４ 国による制度改正に伴う対応

国による補助事業や交付金事業の拡充等の制度改正の状況を注視し、拡充される補助対

象事業の導入にあたっては内容を精査し検討していきます。

５ 新たな財源に関する検討

排水設備等工事の確認申請や竣工検査に要する費用や、開閉栓手数料等について、お客

様から一定のご負担をいただくなど、新たな財源創出の検討を進めます。
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令和 2年度の国土交通省通知による「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組

の推進について」に基づき、経費回収率の向上に向けたロードマップを次に示します。

本市の下水道事業の経費回収率は、令和 3年度まで 100％を維持していましたが、令和 4

年度から 100％を下回っているため、計画期間中において 100％を目標とします。

また、接続率については、人口減少に伴い下水道使用料の減少が見込まれますが、引き

続き未接続世帯に対し啓発活動を行い接続率を向上させるとともに、下水道使用料の維持

を目指します。

今後も、持続可能な下水道事業を目指し、施設の統廃合等を実施します。

◆流域下水道接続事業（単独特環 2処理区、農業集落排水 7処理区）

･･････令和 4年度～令和 21 年度

第５章 経費回収率の向上に向けたロードマップ

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

経費回収率(%) 94.90 94.80 94.80 94.60 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

接続率(%) 97.65 97.75 97.85 97.95 98.05 98.15 98.25 98.35 98.45 98.55

項目
経営戦略計画期間（10年間）
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経営戦略は、毎年度モニタリング（進捗管理）を行い、国により 3年から 5年に一度ロ

ーリング（見直し）を行うよう示されています。

本市の使用料については、4年に一度見直しの検討を行うこととなっていることから、本

戦略については、料金改定見直しを経た 5年目に中間見直しを行うこととします。

■使用料見直し、経営戦略改定計画

ローリングでは、本戦略における投資・財政計画と実績との差異やその原因の分析をＰ

ＤＣＡサイクルで行い、その結果を反映させていきます。

ＰＤＣＡサイクルとは、「Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action（改

善）」という一連のプロセスを繰り返し行うことで、業務改善や効率化を図る考え方の一

つで、この一連の循環を繰り返すことで成長を継続し、より大きな成果につなげていくこ

とがＰＤＣＡサイクルの目的となります。

また、これらのプロセス（手続き、過程）にあたっては、「魚沼市公営企業運営審議会」

に意見を求め、客観的かつ合理的に行うことができるよう配慮します。併せて、経営比較

分析表の各種経営指標を活用し、経営環境の類似する団体との経営状況の比較などにより、

経営健全化・効率化に取り組んでいきます。

第６章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

使用料見直し
検討

R12～15
検討

R16～19

経営戦略改定
中間

見直し
次期計画

策定

経営戦略計画期間（10年間）
項目
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こ
と

を
示

し
て

い
る

。
・

経
費

回
収

率
は

、
使

用
料

が
経

費
を

下
回

る
が

、
概

ね
処

理
費

用
を

回
収

で
き

て
い

る
。

ま
た

、
類

似
団

体
平

均
を

上
回

っ
て

お
り

、
使

用
料

設
定

が
適

切
で

あ
る

こ
と

を
示

し
て

い
る

。
・

汚
水

処
理

原
価

は
、

整
備

が
ほ

ぼ
完

了
し

接
続

率
も

高
率

と
な

っ
て

お
り

、
人

口
減

少
に

伴
う

有
収

水
量

の
減

少
や

一
般

会
計

負
担

金
の

減
少

に
伴

い
、

処
理

原
価

の
上

昇
が

見
込

ま
れ

る
。

・
施

設
利

用
率

は
、

県
の

流
域

下
水

道
で

処
理

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
市

営
の

処
理

施
設

は
な

く
、

本
指

標
の

対
象

と
な

ら
な

い
。

・
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

は
、

整
備

が
ほ

ぼ
完

了
し

、
区

域
拡

張
に

係
る

大
き

な
投

資
は

な
い

た
め

、
償

却
が

進
ん

で
い

く
こ

と
に

よ
る

逓
増

傾
向

に
あ

る
。

・
管

渠
は

、
老

朽
化

に
よ

る
更

新
の

時
期

と
な

っ
て

い
な

い
が

、
中

越
大

震
災

や
豪

雪
地

の
特

性
に

よ
る

損
傷

が
一

部
で

見
ら

れ
、

維
持

管
理

の
中

で
必

要
な

修
繕

や
更

新
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
不

明
水

が
多

く
な

っ
て

お
り

、
引

き
続

き
箇

所
の

特
定

と
そ

の
対

応
が

必
要

と
な

っ
て

い
る

。
・

管
渠

改
善

率
は

、
中

越
大

震
災

で
被

災
し

た
管

渠
の

復
旧

の
た

め
に

管
渠

更
新

や
更

正
、

処
理

区
の

接
続

等
へ

投
資

し
た

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

後
、

改
善

が
必

要
な

管
渠

が
無

い
状

況
が

続
い

て
い

る
。

・
整

備
は

ほ
ぼ

完
了

し
て

お
り

、
事

業
は

施
設

設
備

の
維

持
管

理
が

主
な

業
務

と
な

っ
て

い
る

。
・

事
業

に
要

す
る

費
用

は
、

使
用

料
収

入
や

一
般

会
計

か
ら

の
繰

入
金

（
企

業
債

償
還

の
交

付
税

措
置

等
）

等
で

賄
わ

れ
て

お
り

、
概

ね
健

全
な

経
営

状
況

と
い

え
る

。
水

洗
化

率
が

1
0
0
％

に
近

く
新

た
な

接
続

が
見

込
め

な
い

た
め

、
今

後
も

人
口

減
少

や
節

水
志

向
等

の
影

響
を

直
に

受
け

、
使

用
料

収
入

の
減

少
が

見
込

ま
れ

る
。

・
山

間
地

と
い

う
地

域
性

か
ら

、
特

環
・

集
排

等
の

処
理

施
設

が
多

数
存

在
し

て
い

る
が

、
今

後
も

単
な

る
施

設
更

新
で

は
な

く
集

排
の

公
共

接
続

も
含

め
、

統
廃

合
や

ダ
ウ

ン
サ

イ
ジ

ン
グ

を
加

速
さ

せ
る

方
向

で
あ

る
。

・
平

成
2
8
年

度
に

策
定

し
た

「
魚

沼
市

下
水

道
事

業
経

営
戦

略
」

の
進

捗
管

理
や

計
画

見
直

し
を

行
い

な
が

ら
、

経
営

の
質

と
効

率
化

を
高

め
、

市
民

サ
ー

ビ
ス

の
安

定
的

な
継

続
が

図
ら

れ
る

よ
う

運
営

す
る

も
の

と
す

る
。

1
9
,
8
7
6

8
.
8
4

2
,
2
4
8
.
4
2

【
】

令
和

5
年

度
全

国
平

均
-

8
0
.
7
8

6
0
.
4
6

8
2
.
0
3

4
,
1
1
4

処
理

区
域

内
人

口
(
人

)
処

理
区

域
面

積
(
k
m
2
)

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－
類

似
団

体
平

均
値

（
平

均
値

）
資

金
不

足
比

率
(
％

)
自

己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)

3
3
,
1
4
9

9
4
6
.
7
6

3
5
.
0
1

■
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）
法

適
用

下
水

道
事

業
公

共
下

水
道

C
d
1

非
設

置

管
理

者
の

情
報

人
口

（
人

）
面

積
(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡

例

新
潟

県
　

魚
沼

市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

0.
25

0.
30

0.
35

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

平
均
値

0.
10

0.
32

0.
10

0.
07

0.
06

98
.0
0

10
0.
0
0

10
2.
0
0

10
4.
0
0

10
6.
0
0

10
8.
0
0

11
0.
0
0

11
2.
0
0

11
4.
0
0

11
6.
0
0

11
8.
0
0

12
0.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

11
7.
6
5

11
6.
8
0

11
1.
4
5

10
7.
2
2

10
5.
5
3

平
均
値

10
9.
2
1

10
7.
8
1

10
7.
5
4

10
5.
3
5

10
6.
8
0

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

50
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
39
.3
1

41
.2
2

43
.0
8

45
.0
0

46
.9
6

平
均

値
24
.1
0

19
.9
3

21
.9
4

29
.4
2

31
.1
4

0.
00

0.
10

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
0.

00
0.

00
0.
00

0.
00

0.
00

平
均

値
0.

00
0.

00
0.
00

0.
74

0.
76

①
経
常
収

支
比
率

(％
)

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

平
均
値

15
.7
3

18
.2
0

19
.0
6

26
.0
7

26
.8
9

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

80
.0
0

90
.0
0

10
0.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

84
.6
3

94
.2
8

82
.4
3

69
.2
0

51
.7
0

平
均
値

57
.2
6

48
.5
6

47
.5
8

65
.8
7

77
.2
6

0.
00

20
0.
0
0

40
0.
0
0

60
0.
0
0

80
0.
0
0

1,
00
0
.0
0

1,
20
0
.0
0

1,
40
0
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

36
8.
2
4

31
9.
3
9

28
8.
2
6

24
3.
2
5

16
7.
6
7

平
均
値

1,
13
0
.4
2

1,
24
5
.1
0

1,
10
8
.8
0

74
2.
0
8

73
0.
8
4

0.
00

20
.0
0

40
.0
0

60
.0
0

80
.0
0

10
0.
0
0

12
0.
0
0

14
0.
0
0

16
0.
0
0

18
0.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

15
5.
3
0

13
8.
4
7

12
9.
3
8

11
5.
5
9

99
.3
3

平
均
値

74
.1
7

79
.7
7

79
.6
3

86
.5
1

89
.1
7

0.
00

50
.0
0

10
0.
0
0

15
0.
0
0

20
0.
0
0

25
0.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

12
7.
7
7

13
5.
5
4

15
3.
3
8

17
1.
9
2

20
0.
4
4

平
均
値

23
0.
9
5

21
4.
5
6

21
3.
6
6

18
8.
2
4

18
4.
8
5

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

-
-

-
-

-

平
均
値

49
.2
7

49
.4
7

48
.1
9

54
.8
6

55
.0
4

70
.0
0

75
.0
0

80
.0
0

85
.0
0

90
.0
0

95
.0
0

10
0.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

96
.6
4

96
.8
2

96
.9
8

97
.1
5

97
.3
4

平
均
値

83
.1
6

82
.0
6

82
.2
6

91
.3
7

91
.9
2

②
累
積

欠
損
金

比
率
(％

)
③
流
動

比
率
(％

)
④
企
業
債

残
高
対

事
業
規

模
比
率

(％
)

⑤
経
費
回
収
率
(％

)
⑥
汚
水
処

理
原
価

(円
)

⑦
施
設
利
用
率
(％

)
⑧
水
洗

化
率
(％

)

①
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率

(％
)

②
管
渠

老
朽
化

率
(％

)
③
管
渠

改
善
率

(％
)

【
10
5.
91

】
【
3.
03

】
【
78
.4
3
】

【
63
0.
82

】

【
95
.9
1
】

【
58
.9
4
】

【
13
8.
75

】
【
97
.8
1
】

【
41
.0
9】

【
8.
68

】
【
0.
22
】

38



魚沼市下水道事業経営戦略

※
　

「
経

常
収

支
比

率
」

、
「

累
積

欠
損

金
比

率
」

、
「

流
動

比
率

」
、

「
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

」
及

び
「

管
渠

老
朽

化
率

」
に

つ
い

て
は

、
法

非
適

用
企

業
で

は
算

出
で

き
な

い
た

め
、

法
適

用
企

業
の

み
の

類
似

団
体

平
均

値
及

び
全

国
平

均
を

算
出

し
て

い
ま

す
。

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

5
年

度
決

算
）

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

・
経

常
収

支
比

率
に

つ
い

て
は

、
今

年
度

は
燃

料
費

高
騰

に
伴

う
動

力
費

の
上

昇
に

よ
り

、
健

全
経

営
の

水
準

に
達

し
て

い
な

い
。

（
令

和
2
年

度
は

収
益

認
識

に
関

す
る

会
計

基
準

の
変

更
に

よ
り

、
使

用
料

収
入

や
有

収
水

量
が

例
年

と
比

べ
1
ヶ

月
分

多
く

計
上

さ
れ

て
い

る
。

）
・

流
動

比
率

は
、

企
業

債
残

高
が

年
々

減
少

し
て

い
る

こ
と

等
か

ら
全

体
的

に
は

緩
や

か
に

上
昇

し
て

い
る

。
・

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

は
、

過
去

の
整

備
に

係
る

企
業

債
残

高
が

大
き

い
た

め
、

単
年

度
収

益
に

対
す

る
企

業
債

残
高

が
大

き
く

な
っ

て
い

る
が

、
類

似
団

体
と

の
比

較
で

は
企

業
債

残
高

が
低

い
こ

と
を

示
し

て
い

る
。

・
経

費
回

収
率

は
、

経
費

が
使

用
料

を
上

回
っ

て
お

り
、

処
理

費
用

を
回

収
で

き
て

お
ら

ず
、

類
似

団
体

と
の

比
較

で
も

高
い

状
況

で
あ

る
。

・
汚

水
処

理
原

価
は

、
整

備
が

ほ
ぼ

完
了

し
接

続
率

も
高

く
、

一
般

会
計

負
担

金
の

減
少

に
伴

い
、

処
理

原
価

の
上

昇
が

見
込

ま
れ

る
。

・
施

設
利

用
率

に
つ

い
て

は
、

処
理

水
量

が
前

年
度

か
ら

減
少

し
依

然
と

し
て

低
い

状
況

が
続

い
て

い
る

。
そ

の
た

め
、

今
後

も
、

施
設

の
統

廃
合

等
に

よ
り

、
引

き
続

き
利

用
率

の
向

上
を

図
っ

て
行

く
。

・
集

落
が

散
在

し
、

小
規

模
な

処
理

区
設

定
と

な
っ

て
お

り
、

施
設

（
設

備
）

が
多

数
存

在
し

て
い

る
。

・
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

は
、

整
備

が
ほ

ぼ
完

了
し

、
区

域
拡

張
に

係
る

大
き

な
投

資
は

な
い

た
め

、
償

却
が

進
ん

で
い

く
こ

と
に

よ
る

逓
増

傾
向

に
あ

る
。

・
管

渠
は

、
老

朽
化

に
よ

る
更

新
の

時
期

と
な

っ
て

い
な

い
が

、
中

越
大

震
災

や
豪

雪
地

の
特

性
に

よ
る

損
傷

が
一

部
で

見
ら

れ
、

維
持

管
理

の
中

で
必

要
な

修
繕

や
更

新
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
不

明
水

が
多

く
な

っ
て

お
り

、
引

き
続

き
箇

所
の

特
定

と
そ

の
対

応
が

必
要

と
な

っ
て

い
る

。
・

管
渠

改
善

率
は

、
中

越
大

震
災

で
被

災
し

た
管

渠
の

復
旧

の
た

め
に

管
渠

更
新

や
更

正
、

処
理

区
の

接
続

等
へ

投
資

し
た

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

後
、

改
善

が
必

要
な

管
渠

が
無

い
状

況
が

続
い

て
い

る
。

・
整

備
は

ほ
ぼ

完
了

し
て

お
り

、
事

業
は

施
設

設
備

の
維

持
管

理
が

主
な

業
務

と
な

っ
て

い
る

。
・

事
業

に
要

す
る

費
用

は
、

使
用

料
収

入
や

一
般

会
計

か
ら

の
繰

入
金

（
企

業
債

償
還

の
交

付
税

措
置

等
）

等
で

賄
わ

れ
て

お
り

、
概

ね
健

全
な

経
営

状
況

と
い

え
る

。
水

洗
化

率
が

1
0
0
％

に
近

く
新

た
な

接
続

が
見

込
め

な
い

た
め

、
今

後
も

人
口

減
少

や
節

水
志

向
等

の
影

響
を

直
に

受
け

、
使

用
料

収
入

の
減

少
が

見
込

ま
れ

る
。

ま
た

、
観

光
地

に
所

在
す

る
処

理
施

設
も

あ
り

、
天

候
や

経
済

情
勢

等
で

入
込

客
数

が
増

減
し

、
使

用
料

収
入

に
影

響
し

て
く

る
。

・
山

間
地

と
い

う
地

域
性

か
ら

処
理

施
設

が
多

数
存

在
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

今
後

、
平

成
2
8
年

度
に

策
定

し
た

「
魚

沼
市

下
水

道
事

業
経

営
戦

略
」

の
進

捗
管

理
や

計
画

見
直

し
を

行
い

な
が

ら
、

処
理

施
設

の
統

廃
合

等
を

進
め

て
い

く
と

と
も

に
、

経
営

の
質

と
効

率
化

を
高

め
、

市
民

サ
ー

ビ
ス

の
安

定
的

な
継

続
が

図
ら

れ
る

よ
う

運
営

す
る

も
の

と
す

る
。
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,
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5
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均
-
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9
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7
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処
理
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内
人

口
(
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処

理
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面

積
(
k
m
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処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－
類

似
団

体
平

均
値

（
平

均
値

）
資

金
不

足
比

率
(
％

)
自

己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)

3
3
,
1
4
9

9
4
6
.
7
6

3
5
.
0
1

■
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）
法

適
用

下
水

道
事

業
特

定
環

境
保

全
公

共
下

水
道

D
1

非
設

置

管
理

者
の

情
報

人
口

（
人

）
面

積
(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡

例

新
潟

県
　

魚
沼

市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分

0.
00

0.
05

0.
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0.
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0.
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0.
25

0.
30

R0
1

R0
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00
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0
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0
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1
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0
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0
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0
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5
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5
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1
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1
1
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4
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4
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値
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4
7
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7.
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6
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19
4.
4
2

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

50
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

30
.4
1

37
.7
4

37
.2
0

37
.9
8

20
.0
3

平
均
値

45
.6
8

45
.8
7

44
.2
4

45
.3
0

45
.6
0

82
.0
0

84
.0
0

86
.0
0

88
.0
0

90
.0
0

92
.0
0

94
.0
0

96
.0
0

98
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
95
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値
87
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6
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5
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.1
5
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7
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②
累
積
欠
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金
比
率
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)

③
流
動
比

率
(％

)
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企

業
債
残
高
対
事
業
規
模
比
率

(％
)

⑤
経
費
回
収
率
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⑥
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処
理
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価
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)
⑦
施
設
利
用
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(％
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①
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魚沼市下水道事業経営戦略

※
　

「
経

常
収

支
比

率
」

、
「

累
積

欠
損

金
比

率
」

、
「

流
動

比
率

」
、

「
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

」
及

び
「

管
渠

老
朽

化
率

」
に

つ
い

て
は

、
法

非
適

用
企

業
で

は
算

出
で

き
な

い
た

め
、

法
適

用
企

業
の

み
の

類
似

団
体

平
均

値
及

び
全

国
平

均
を

算
出

し
て

い
ま

す
。

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

5
年

度
決

算
）

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

・
経

常
収

支
比

率
に

つ
い

て
、

資
本

費
繰

入
収

益
の

増
加

に
伴

い
、

収
益

が
費

用
を

上
回

り
健

全
な

経
営

状
況

と
な

っ
て

い
る

。
・

累
積

欠
損

金
比

率
は

、
前

年
度

か
ら

減
少

し
1
8
.
7
7
％

と
な

っ
て

い
る

。
・

流
動

比
率

は
、

平
成

2
6
年

度
の

会
計

制
度

改
正

に
よ

り
流

動
負

債
に

企
業

債
償

還
費

を
計

上
す

る
こ

と
と

な
っ

た
た

め
、

多
く

な
っ

て
い

る
が

、
交

付
税

措
置

さ
れ

る
企

業
債

が
含

ま
れ

る
こ

と
や

、
企

業
債

残
高

が
年

々
減

少
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

直
ち

に
健

全
性

が
損

な
わ

れ
て

い
る

と
は

い
え

な
い

。
・

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

は
、

過
去

の
整

備
に

係
る

企
業

債
残

高
が

大
き

い
た

め
、

単
年

度
収

益
に

対
す

る
企

業
債

残
高

が
大

き
く

な
っ

て
い

る
が

、
類

似
団

体
と

の
比

較
で

は
企

業
債

残
高

が
低

い
こ

と
を

示
し

て
い

る
。

・
経

費
回

収
率

は
、

経
費

が
使

用
料

を
上

回
っ

て
お

り
、

処
理

費
用

を
回

収
で

き
て

お
ら

ず
、

類
似

団
体

と
の

比
較

で
も

高
い

状
況

で
あ

る
。

・
汚

水
処

理
原

価
は

、
整

備
が

完
了

し
接

続
率

も
高

率
と

な
っ

て
お

り
、

本
年

度
も

燃
料

費
高

騰
の

影
響

を
受

け
、

動
力

費
が

増
大

し
汚

水
処

理
原

価
を

引
き

上
げ

た
。

ま
た

、
今

後
、

一
般

会
計

負
担

金
の

減
少

に
伴

い
、

処
理

原
価

の
上

昇
も

見
込

ま
れ

る
。

・
施

設
利

用
率

は
、

人
口

減
少

等
に

伴
う

処
理

水
量

の
減

少
に

よ
り

利
用

率
が

減
少

傾
向

と
な

っ
て

い
る

。

・
集

落
が

散
在

し
、

小
規

模
な

処
理

区
設

定
と

な
っ

て
お

り
、

施
設

（
設

備
）

が
多

数
存

在
し

て
い

る
。

・
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

は
、

整
備

が
完

了
し

、
区

域
拡

張
に

係
る

大
き

な
投

資
は

な
い

た
め

、
償

却
が

進
ん

で
い

く
こ

と
に

よ
る

逓
増

傾
向

に
あ

る
。

・
管

渠
は

、
老

朽
化

に
よ

る
更

新
の

時
期

と
な

っ
て

い
な

い
が

、
中

越
大

震
災

や
豪

雪
地

の
特

性
に

よ
る

損
傷

が
一

部
で

見
ら

れ
、

引
き

続
き

箇
所

の
特

定
と

そ
の

対
応

が
必

要
と

な
っ

て
い

る
。

・
管

渠
改

善
率

は
、

施
設

の
統

廃
合

に
よ

る
接

続
管

の
布

設
以

外
で

は
更

新
等

行
っ

て
い

な
い

こ
と

が
反

映
し

て
い

る
。

・
整

備
は

完
了

し
て

お
り

、
事

業
は

施
設

設
備

の
維

持
管

理
が

主
な

業
務

と
な

っ
て

い
る

。
・

事
業

に
要

す
る

費
用

は
、

使
用

料
収

入
や

一
般

会
計

か
ら

の
繰

入
金

（
企

業
債

償
還

の
交

付
税

措
置

等
）

等
で

賄
わ

れ
て

お
り

、
概

ね
健

全
な

経
営

状
況

と
い

え
る

。
水

洗
化

率
が

1
0
0
％

に
近

く
新

た
な

接
続

が
見

込
め

な
い

た
め

、
今

後
も

人
口

減
少

や
節

水
志

向
等

の
影

響
を

直
に

受
け

、
使

用
料

収
入

の
減

少
が

見
込

ま
れ

る
。

・
山

間
地

と
い

う
地

域
性

か
ら

処
理

施
設

が
多

数
存

在
し

て
い

る
が

使
用

料
単

価
は

高
い

水
準

に
あ

る
た

め
、

今
後

も
公

共
へ

の
接

続
も

含
め

、
統

廃
合

や
ダ

ウ
ン

サ
イ

ジ
ン

グ
を

加
速

さ
せ

る
方

向
で

あ
る

。
・

平
成

2
8
年

度
に

策
定

し
た

「
魚

沼
市

下
水

道
事

業
経

営
戦

略
」

の
進

捗
管

理
や

計
画

見
直

し
を

行
い

な
が

ら
、

経
営

の
質

と
効

率
化

を
高

め
、

市
民

サ
ー

ビ
ス

の
安

定
的

な
継

続
が

図
ら

れ
る

よ
う

運
営

す
る

も
の

と
す

る
。
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※
　

「
経

常
収

支
比

率
」

、
「

累
積

欠
損

金
比

率
」

、
「

流
動

比
率

」
、

「
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

」
及

び
「

管
渠

老
朽

化
率

」
に

つ
い

て
は

、
法

非
適

用
企

業
で

は
算

出
で

き
な

い
た

め
、

法
適

用
企

業
の

み
の

類
似

団
体

平
均

値
及

び
全

国
平

均
を

算
出

し
て

い
ま

す
。

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

5
年

度
決

算
）

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

・
経

常
収

支
比

率
は

、
収

益
が

費
用

を
上

回
り

健
全

な
経

営
状

況
と

な
っ

て
い

る
。

一
方

で
、

累
積

欠
損

金
比

率
は

増
加

し
て

い
る

。
小

規
模

な
事

業
で

あ
り

、
ま

た
現

段
階

で
は

類
似

団
体

数
が

少
な

く
、

適
切

な
比

較
が

難
し

い
と

こ
ろ

で
あ

る
。

・
施

設
の

初
期

投
資

に
係

る
資

本
費

等
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か
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っ
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お
り

、
処

理
原

価
も

高
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っ

て
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。

ま
た

、
使

用
料

は
市

内
の

下
水

道
関

連
5
事
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が

一
体

的
に
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営
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れ

て
い
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こ

と
か

ら
統

一
し

て
お

り
、

そ
の

た
め

、
処

理
原

価
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た
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用

料
の

徴
収

が
出

来
な

い
た

め
、

経
費

回
収

率
が

上
が

ら
な

い
要

因
と

な
っ

て
い

る
。

・
施

設
利

用
率

は
、

設
置

当
時

よ
り

人
口

や
流
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水

量
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減
少

傾
向
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あ
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、
対

象
件

数
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少
な

く
、

処
理

人
口

に
変

動
が

あ
る

と
数

値
に

大
き

く
影

響
す
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の
の

、
近

年
は

同
率

で
推

移
し

て
い

る
。

・
水

洗
化

率
は

、
1
0
0
％
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て

お
り

、
接

続
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完
了
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い
る

。

・
小

規
模
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区

設
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と
な

っ
て

い
る

。
・

有
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固
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資
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価
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却

率
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、
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備
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了

し
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域

拡
張
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係

る
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き
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投
資

は
な
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た

め
、

償
却

が
進

ん
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い
く

こ
と

に
よ
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逓

増
傾
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る

。
・

管
渠

は
、

老
朽

化
に

よ
る

更
新

の
時

期
と

な
っ

て
い

な
い

。

・
整

備
は

完
了

し
て

お
り

、
事

業
は

施
設

設
備

の
維

持
管
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が

主
な

業
務

と
な

っ
て

い
る

。
・

事
業

に
要

す
る

費
用

は
、

使
用

料
収

入
や

一
般

会
計

か
ら

の
繰

入
金

（
企

業
債

償
還

の
交

付
税

措
置

等
）

等
で

賄
わ

れ
て

い
る

。
水

洗
化

率
が

1
0
0
％

に
達

し
新

た
な

接
続

が
見

込
め

な
い

た
め

、
今

後
も

人
口

減
少

や
節

水
志
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等

の
影
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用
料

収
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が
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が
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。
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成
2
8
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た
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魚

沼
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用 語 解 説

五十音順 用 語 説 明

あ行 維持管理費 
日常の排水処理施設の維持管理に要する経費で、修繕費、委託費

等とそれに係る人件費等によって構成。

ウォーターＰＰＰ

水道・工事用水道・下水道などの水分野において、民間のノウハ

ウ・創意工夫を活用した施設の管理・更新等を行う官民連携方式の

総称。

汚水処理原価
有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用。資本費（支払利息、

減価償却費）及び維持管理費を含めたコスト。

汚水処理費 
汚水にかかる維持管理費と資本費（企業債等利息及び減価償却

費）。

か行 過疎債

「過疎債」とは「過疎対策事業債」のことで、過疎地域に指定さ

れた市町村が過疎計画に基づく事業財源として特別に発行が認め

られた「地方債」のこと。 その返済額の 70％が国からの交付金に

上乗せされ、市の実質的負担が 30％に抑えられる貴重な財源となっ

ている。

管渠
かんきょ 下水道の管渠は、家庭や工場などから集めた汚水を処理場まで運

ぶ重要な役割を担う下水道管のこと。

管渠改善率
当該年度に更新した管渠延長に割合を表した割合で、管渠の更新

ペースや状況を示している。

管渠老朽化率
法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した割合で、老朽化の

度合いを示している。

企業会計 

現金の動きやその残高のみではなく、債権債務の発生の事実に

基づいて経理し（発生主義）、その年度の事業活動に係るもの（収

益的収支）と翌年度以降の事業活動の基になるもの（資本的収

支）とに区分して経理することにより、経営成績や財政状態を

明らかにする会計方式。

か行 企業債
地方公営企業が行う建設改良事業などに要する資金に充てる

ために借入する地方債（国などからの長期借入金）。

企業債残高対事業規

模比率

使用料収入に対する企業債残高の割合で、企業債残高の規模を

表す割合。

基準外繰入金

一般会計から下水道事業会計に繰り入れる金額のうち、使用料

の収入不足を補てんする運営補助のために繰り出されるもの。

下水道利用者以外の非受益者を含む一般会計からの補填である

対比として基準内繰入金がある。

逆止弁
配管内での、流体の流れの中で、逆流させたくない場所に取り

付ける配管部品。
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か行
グリーントランスフ

ォーメーション（GX)

化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中

心に移行させ、経済社会システム全体を変革すべく、エネルギ

ーの安定供給・経済成長・排出削減の同時実現を目指すため国

が推進している取組のこと。

経営戦略
公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくため

に作成する、中長期的な経営の基本計画。

経常収益

料金収入などの本来の営業活動から生じる営業収益と、他会計

からの繰入金や預金利息などの本来の営業活動以外の活動によ

って得られる営業外収益の合計。

経常収支比率
給水収益等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程

度賄えているかを表す指標。

経常費用

職員給与費や動力費、修繕費などの本来の営業活動で生じる営

業費用と、支払利息などの本来の営業活動以外の活動によって

生じる営業外費用の合計。

経費回収率
使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを

表した指標。

下水処理施設 下水道の汚水を浄化し、河川等へ放流する施設のこと。

下水道普及率

下水道を利用できる地域の人口を、行政人口で除した値で表さ

れる率。人口に占める下水道管が整備された地区に住む人の数

ということになる。

減価償却費

土地などを除く固定資産（建物・水道管など）の減価（価値の

減少）を、使用年度にわたり、合理的かつ計画的に費用として

負担させるための、会計上の処理又は手続を減価償却といい、

この処理又は手続によって特定の年度の費用とされた固定資産

の減価額を減価償却費という。

公共下水道事業
主として市街地における下水を排除し又は処理するために地

方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの。

個別排水処理事業
一戸に 1基ずつ合併処理浄化槽を市が設置し、使用料の徴収、
施設の管理も市が行う事業。

さ行 施設利用率
施設の利用状況や適正規模を総合的に判断する指標。

大きいほど施設を限界能力まで利用したことになる。

支弁職員
支弁とは、金銭を支払うことであり、支弁職員とは、給料が支

払われている職員のこと。

資本的収支

企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良費及び建設改良

にかかる企業債償還金などの支出と、その財源となる企業債や

補助金などの収入をいう。
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さ行 収益的収支 
一事業年度の企業の経営活動に伴い発生する全ての収益とそ

れに対応する全ての費用。

収益認識基準

売上をどのように認識し、どのタイミングで財務諸表上に反映

するかという会計基準のこと。令和 3年 4 月 1 日から新収益認

識基準が適用となり、履行義務が確定した段階で収益認識とみ

なすこととなった。

小規模集合排水処

理事業

農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水等を処理する施

設を整備することで、農業用用排水の水質の汚濁を防止し、農

村地域の健全な水循環に役立てるとともに、農村の基礎的な生

活環境の向上を図るもの。

水洗化率
処理区域（整備が完了し、接続できる区域）内人口のうち、実

際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の割合。

ストックマネジメン

ト 

持続可能な事業継続を目的とし、下水道施設の状況を客観的に

把握、評価し、設置、維持管理、更新、長寿命化対策、処分等

にかかるコストの低減を考慮し、⾧期的な施設の状況を予測し
ながら、計画的かつ効率的に管理すること。

総括原価方式
将来の料金改定にあたり、直近の料金算定期間内における原価

算定の内訳などを表形式で示したもの。

た行 耐震化
地震による被害を最小限にとどめるための対策。発災前及び発

災後の対策に分けることができる。

ダウンサイジング
水需要の減少や技術進捗に伴い、施設更新等に際して施設能力

を縮小し、施設の効率化を図ること。

ポンプ場

下水処理場に汚水を送るための機械・電気設備が設置されてい

る施設。汚水は中継ポンプ場にいったん貯められ、一定の量ま

で貯まると、高いところへ運び、そこからは高低差を利用した

自然流下により下水処理場に送られる。

長期前受金戻入
資産取得時に財源とした補助金等（長期前受金）を、減価償却

に対応して収益化したもの。

長寿命化

施設等の傷みや設備に不具合が頻繁に発生した際に、使用期間

を伸ばす目的で、その一部を取替等を行いながら使い続けるこ

と。

逓増制
ていぞう 汚水量が多いほど、それに比例して下水処理コストが増加する

ことから、排水量に応じ使用料をあげていく仕組み。

デジタルトランスフ

ォーメーション（DX)

データや AI 等のデジタル技術を活用して、業務プロセスの改

善及びビジネスを変革すること。
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た行
特定環境保全公共下

水道事業

公共下水道のうち、市街化区域以外の区域において設置される

もので、自然公園法第 2条に規定されている自然公園の区域内
の水域の水質を保全するために施行されるもの(以下、自然保護
下水道という。)、又は、公共下水道の整備により生活環境の改
善を図る必要がある区域において施行されるもの(以下、農村漁
村下水道という。)及び、処理対象人口が概ね 1000 人未満で水質
保全上特に必要な地区において施行されるもの(以下、簡易な公
共下水道という。)を｢特定環境保全公共下水道｣としている。

な行 農業集落排水事業 農村地域における下水道を整備する事業。

は行 ＢＣＰ

大規模な災害、事故、事件等で職員、庁舎、設備等に相当の被

害を受けても、下水道における優先実施業務を中断させない、

中断しても許容時間内に復旧できるようにするための「業務継

続計画」。

ＰＤＣＡサイクル

業務プロセス管理手法の一つで、Plan（計画）-Do（実施）-Check

（検証）-Action（見直し）の 4段階を繰り返すことによって、

継続的な改善を目指していく手法。

ＰＰＰ

従来地方公共団体が行ってきた事業に、民間企業が企画・計画

段階から参加して、設備は官が保有したまま、設備投資や運営

を民間事業者に任せる民間委託などを含む手法。

普及率
下水道を利用できる地域の人口を、行政人口で除した割合のこ

と。

不明水 

下水道に流される水のうち、有収汚水以外のものであり、地下

水や直接浸入水などからなるもの。原因として、汚水桝の破損、

宅内配管を原因とする流入や、老朽化した管渠の継手部分やひ

び割れ、破損箇所から浸入すると考えられる。

法定耐用年数
地方公営企業法施行規則で定められている耐用年数。経理上の

基準であり、実際に使用できる年数は実情に応じて変動する。

ま行 マンホール
地下の管渠内で点検、調査、清掃、修繕など、維持管理を行う

人が出入りするための設備。

マンホールトイレ
し尿の汲み取りを必要としない貯留型仮設水洗トイレで、災害

等に公共下水道管へ汚物を直接流す仕組みとなっているもの。

や行
有形固定資産減価償

却率

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進ん

でいるかを表す割合。

ら行 流域下水道
流域内の各市町村から発生する汚水を、広域的、効率的に集めて

無害化処理する下水道。
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ら行 流動比率 短期的な債務に対する支払能力を表す割合。

類似団体
総務省より、市町村を処理区域内人口別区分、処理区域内人口

密度区分、供用開始年数区分で類型化したもの。

累積欠損金比率

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、

繰越利益剰余金等でも補填することができず、複数年度にわた

って累積した欠損金のこと）の状況を表す割合。
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